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                             第１  総    説 

                                                       

１ 沿 革 

明治２６年 １月  県庁舎内に滋賀県常置度量衡検定所設置 

明治３３年 ８月  彦根市にも常置検定所設置（明治４０年５月廃止） 

昭和２７年 ３月  滋賀県計量検定所と改称 

昭和３０年 ９月  本庁経済部商工観光課に計量係を設置し、計量指導にあたる 

昭和３４年１０月  所内に庶務係と業務係を設置し、計量業務の充実をはかる 

昭和４１年 １月  県庁第二別館を改築し、その一部に移転 

平成 ７年 ５月   草津市の独立庁舎に移転し現在に至る 

平成 ８年 ４月  庶務係・業務係の係制が廃止される  

 

２ 所在地および土地・建物 

所在地     〒５２５－００２２    草津市川原町１４９番１ 

電  話    ０７７－５６３－３１４５ 

           ＦＡＸ     ０７７－５６３－３３９３ 

 

土地面積        ７，０４３．７６ ㎡  

 

建物面積     １，３９３．２２ ㎡ 

◎ 本館棟        ８３５．９７ ㎡ 
        １Ｆ （主要施設）   計量検定所事務室         １００．１９ ㎡ 
                      圧力計検定・検査室        ４１．２０ ㎡ 
                      温度計検定・検査室        １３．９０ ㎡ 
                      基準天秤室                  ２２．６０ ㎡ 
                      小型質量計検定・検査室     ４４．７０ ㎡ 
                            展示ホール                 ８２．５０ ㎡ 
        ２Ｆ （主要施設）   計量協会事務室              ２８．４５ ㎡ 
                            会議室                    １４０．６０ ㎡ 
                            相談室                      １６．８０ ㎡ 
                            文書庫                      ３１．００ ㎡ 
             （その他）     倉庫、化粧室、廊下等     ３１４．０３ ㎡ 
 
◎ 検査棟          ４９４．６６ ㎡ 
            （主要施設）   装置検査場            ２００．７０ ㎡ 
                   大型質量計検査室        １７４．３０ ㎡ 
                 基準分銅検査室             ２０．５５ ㎡ 
         （その他）     化粧室、搬入口等            ９９．１１ ㎡ 
 
◎ その他       ６２．５９ ㎡ 

                  渡り廊下          ３８．７５ ㎡ 

               自転車置場                  １４．５２ ㎡ 

               ごみ置場           ９．３２ ㎡ 
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３ 組織および職員 

当所は、県商工観光労働部に属しており、その組織と職員の配置状況は次のとおりである。 

 

 

所長 

 

次長 

 

参事 

職員（3名） 

  予算の編成、執行 

    物品、公有財産管理 

    福利、厚生 

    計量思想の普及 

    特定計量器の検定、基準器検査、定期検査 

    計量証明検査 

    計量関係立入検査 

    検定・検査用具の整備・保管 

    計量関係事業登録・届出 

    適正計量管理事業所の指定 

 

 

 

 

 

職員の配置状況                          （2024年4月1日現在） 

 事 務 職 員 技 術 職 員 計 

所      長 1(1)  0(0)  1(1)  

次      長 1(0)  0(0)  1(0)  

参 事 0(0)  1(0)  1(0)  

主 幹 0(0)  1(1)  1(1)  

副 主 幹 0(0)  1(0)  1(0)  

主 任 主 事 1(1)  0(0)  1(1)  

         計 3(2)  3(1)  6(3)  

（注）（ ）内は、計量教習の修了者 
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４ 歳入・歳出状況 

１．歳 入  ①（款）使用料及び手数料 （項）手 数 料 （目）商工観光労働手数料 

        ②（款）使用料及び手数料 （項）使 用 料 （目）商工観光労働使用料 

 （単位：円） 

    区      分 2024年(令和6年)度決算額 2025年（令和7年）度予算額 

① （節）計量検定検査登録 8,141,280 7,796,100 

※（内訳）検定（装置検査含む）  (   3,476,080)  (  2,590,200) 

     基準器検査 (    845,150)  (   1,499,000) 

     計量証明検査 (   3,165,200) (   3,369,900) 

     登録・指定・閲覧等 (    233,600) (         0) 

     検定検査費用弁償 (   421,250) (   337,000) 

② （節）計量検定所 605,988 610,000 

（内訳）行政財産使用料  (   605,988) (   610,000) 

合     計 8,747,268 8,406,100 

※ 内訳の金額は申請書貼付の収入証紙の金額であり、決算額（収入証紙売払金額）とは合わない。 

 

 

 

２．歳 出（人件費を除く）（款）商工観光労働費 （項）商工業費 （目）計量検定費 

 （単位：円） 

区      分 2024年(令和6年)度決算額 2025年（令和7年）度予算額 

報 償 費 0 14,000 

旅   費 216,739 191,000 

需 用 費 3,835,550 9,359,000 

（内訳）食 糧 費 (     0) (      0) 

その他需用費 ( 3,835,550) (  9,359,000) 

役 務 費 1,896,593 2,521,000 

（内訳）保 険 料 (   92,681) (    68,000) 

その他役務費 ( 1,803,912) (  2,453,000) 

委 託 料 8,699,856 11,816,000 

使用料および賃借料 1,106,506 1,501,000 

工事請負費 0 38,940,000 

備品購入費 4,070,000 0 

負担金補助および交付金 49,295 37,000 

補償補てんおよび賠償金 0 0 

公 課 費 6,600 24,000 

合     計 19,881,139 64,403,000 
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５  検定検査用具類 

    （2024年４月１日現在） 

基準器等の種類 型式または能力 数 量 

長
さ
計 

基
準
器 

 基準巻尺 全長    5ｍ  一目盛 10cm 1 

 ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ装置検査用基準器 表す量  2,000mm 2 

 

質 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 

基 
 

準 
 

器 

 特級基準分銅(OIML E2相当) 表す量     1mg ～ 20kg 1組 

 特級基準分銅 表す量       1mg ～ 20kg 1組 

 一級基準分銅 表す量       1mg ～  1kg 

表す量      10kg 

表す量       1mg ～  5kg 

表す量      20kg 

1組 

1組 

1組 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

設

 

 

 

 

 

 

 

備 

 質量比較器（電子天びん） ひょう量  6.1g  目量  0.001mg 

ひょう量  610g  目量  0.01mg 

ひょう量  26.1kg   目量      1mg 

ひょう量  32.1kg   目量    100mg 

ひょう量   1.1t    目量    0.5g 

1 

1 

1 

1 

1 

 電気抵抗線式はかり ひょう量    1kg   目量       1g・2g 81 

 音叉振動式はかり ひょう量   320g    目量    0.01g 

ひょう量    3kg   目量     0.1g 

ひょう量  6.2kg   目量     0.1g 

1 

1 

1 

 実用基準分銅 

 

表す量  50g ～ 2kg（一級、増おもり型） 

表す量 100g ～500g（二級、増おもり型） 

表す量   1kg～20kg（二級、枕型） 

表す量   1mg～500g（一級、板状・円筒形） 

表す量   1kg～ 5kg（二級、円筒形） 

表す量   1kg～ 5kg（二級、枕型鎖付） 

表す量 500kg   （二級、枕型） 

表す量   1t    （二級、枕型） 

表す量  20kg   （三級、枕型） 

表す量  20kg   （三級、枕型鎖付） 

表す量   100g ～500g (一級、円筒型) 

1組  

5組  

1組  

1組  

1組  

1組  

96  

12  

104  

2  

1組  

分銅収納バスケット （500kg収納用） 4個  

エアーバランサー 能力   30kg 1  
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基準器等の種類 型式または能力 数 量 

温 
 
 
 

度 
 
 
 

計 

基 
 
 

準 
 
 

器 

 基準ガラス製温度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -20℃～105℃     目量  0.5℃ 

  -23℃～108℃     目量  0.5℃ 

  - 6℃～ 41℃     目量  0.5℃ 

  - 2℃～ 52℃     目量  0.1℃ 

   35℃～ 45℃     目量  0.1℃ 

  -20℃～ 10℃     目量  0.05℃ 

   10℃～ 40℃     目量  0.05℃ 

   40℃～ 70℃     目量  0.05℃ 

  -56℃～  0℃     目量  0.1℃ 

  -10℃～ 50℃     目量  0.1℃ 

 1 

  1 

  1 

  1 

   1 

1 

  2 

1 

1 

1 

設
備 

エアーコンプレッサー 

氷削機 

   1 

  1 

体 

積 

計 

基 

準 

器 

 液体メーター用基準タンク 

 

全量  5.1L   10.4L   21L   50L   100L 

   200L 

 各1 

   1 

基準フラスコ 全量   10L    5L 各1 

全量   2L  1L  500mL  200mL  100mL 各1 

 基準ビューレット 全量  500mL  200mL 100mL 各1 

圧 

力 

計 

基 

準 

器 

 基準液柱型圧力計 

 

   0～200kPa    目量 0.5kPa 

   0～102kPa    目量 0.5kPa 

  1 

1 

 基準重錘型圧力計 

 

 

     2MPa   ～   50MPa 

   0.1MPa   ～    5MPa 

    5MPa   ～  100MPa 

  1 

  1 

  1 

密
度
計 

基
準
器 

 液化石油ガス用基準浮ひょう 

 

0.5   ～ 0.65g/cm３    0.002g/cm３ 

0.47  ～ 0.57g/cm３    0.001g/cm３ 

1 

1 

石油用基準密度浮ひょう 0.750 ～ 0.850g/cm３   0.0005g/cm３ 1組 

比
重
計 

基
準
器 

 基準比重浮ひょう 0.65  ～ 2.00       0.0005  1組 
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第２  業 務 概 要 
 

１ 計量関係事業の届出、登録、指定 

（１）特定計量器の製造・修理・販売事業の届出 

特定計量器の製造事業を行う者は経済産業大臣に、修理または販売の事業を行う者にあって

は都道府県知事に届出をするよう定められている。 

２０２５年４月１日現在の届出製造事業者数・修理事業者数の事業区分ごとの内訳は以下

のとおりである。 
特定計量器の種類 特定計量器の分類 製造事業者数 修理事業者数 

タクシーメーター 0 4 

質量計 

質量計第一類 5 3 

質量計第二類 4 2 

分銅等 4 2 

自重計 1 7 

ホッパースケール 5 1 

充塡用自動はかり 7 1 

コンベヤスケール 3 1 

自動捕捉式はかり 3 1 

その他の自動はかり 7 1 

小計 39 19 

温度計 

ガラス製温度計 1 0 

ガラス製体温計 0 0 

抵抗体温計 1 0 

小計 2 0 

皮革面積計 0 0 

体積計 

水道メーター第一類 1 0 

水道メーター第二類 1 0 

温水メーター 0 0 

自動車等給油メーター 1 1 

小型車載燃料油メーター 1 1 

大型車載燃料油メーター 1 0 

微流量燃料油メーター 0 0 

定置燃料油メーター等 1 0 

液化石油ガスメーター 1 1 

ガスメーター第一類 0 0 

ガスメーター第二類 0 0 

排ガス積算体積計等 0 0 

排水積算体積計等 1 0 

量器用尺付タンク 0 0 

小計 8 3 

密度浮ひょう等 0 0 

耐圧浮ひょう型密度計 0 0 

圧力計 

圧力計第一類 0 0 

圧力計第二類 1 2 

血圧計第一類 1 0 

血圧計第二類 0 0 

小計 2 2 

積算熱量計 0 0 

照度計 0 0 

騒音計 0 0 

振動レベル計 0 0 

濃度計 

濃度計第一類 2 1 

濃度計第二類 1 0 

濃度計第三類 1 0 

小計 4 1 

合計 55 29 
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販売事業者（滋賀県知事 届出） 

特定計量器のうち質量計（非自動はかり、分銅およびおもり）の販売を行う者は、知事へ

の届出が必要である。 

２０２５年４月１日現在、販売事業者は２６３者で３９３事業所がある。 

 

（２）計量証明事業の登録 

質量、濃度、音圧レベル等を測定し、その結果に関して、公にまたは業務上他人に一定の事

実が真実である旨を数値を伴って表明する事業を行う者は、事業区分に従い都道府県知事の登

録を受けなければならない。なお、２０２５年４月１日現在の登録状況は次に示すとおりであ

る。 

 

計量証明事業登録者数 

事業区分 質 量 計 
濃 度 

音圧レベル 
振動加速度 

レベル 

特定濃度 

大気 
水 ま た

は土壌 
大気 

水 ま た

は土壌 

事業所数 53 
12 22 

9 9 
2 2 

23 2 

事業者実数 41 25 

 

（３）計量士の登録 

計量士になろうとする者が経済産業大臣あてに提出する「登録申請書」等を受理し、大臣に

進達を行う。 

また、計量士になる資格の認定を得ようとする者が提出する「計量士資格認定申請書」を受

理し、計量行政審議会長に送付する。 

 

計量士登録等の取扱件数 

年度 一般計量士 
環境計量士 

（濃度） 

環境計量士 

（騒音・振動） 

計量士 

資格認定 
合  計 

2024年度 

（令和６年度） 
2 2 2 0 6 

2023年度 

（令和５年度） 
7 7 1 0 15 

2022年度 

（令和４年度） 
9 4 5 0 18 

2021年度 

（令和３年度） 
2 6 1 0 9 

2020年度 

（令和２年度） 
16 8 2 1 27 
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（４）適正計量管理事業所の指定 

特定計量器を使用し、計量管理を自主的に行っている事業所は、経済産業大臣または都道府

県知事の指定を受けることができる。なお、２０２５年４月１日現在で滋賀県内で指定を受け

た事業所数は、業種別に次のとおりである。 

  ◎滋賀県知事指定 

業種 
鉱工業 

製造業 
百貨店 スーパー 運輸業 郵便事業 その他 計 

事業所数 39 1 81 8 261 19 409 

  ※鉱工業・製造業の内、１件は計量証明事業者 

 

（５）指定製造事業者の指定 

経済産業大臣が、優れた品質管理能力を有すると認めた製造事業者については、自らが計量

法に基づく基準適合証印を付すことが出来ることとなっている。 

本県の指定製造事業者は質量計第一類が１事業者、濃度計第一類が１事業者の計２事業者で

ある。 

 

（６）特殊容器製造事業者の指定 

特殊容器（透明または半透明の容器であって経済産業省令で定めるもの）の製造を行おうと

する者は、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けるよう定められている。 

本県の特殊容器指定製造者は１事業者である。 

 

（７）計量関係事業の届出、登録、指定の状況 

２０２４年（令和６年）度に行った登録・指定等の実績については、次のとおりである。 

事業区分 

2 0 2 3年 （ 令 和 ５ 年 ） 度 の 処 理 件 数 

新規 廃止 手数料金額（円） 

製 造 事 業 者 0 0     － 

修 理 事 業 者 0 1 － 

販 売 事 業 者 4 1 － 

計 量 証 明 事 業 者 2 2 110,800 

適正計量管理事業所 0 0 － 

※適正計量管理事業所の手数料金額については、指定の検査手数料を含む。 
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２ 検定（検査）業務 

（１）検定（検査）の概要 

取引や証明に使用する特定計量器は、原則として検定を受け、これに合格したものでなけれ

ば使用することができないこととなっている。 

検定は、特定計量器の種類や型式の有無により経済産業大臣、都道府県知事が行っており、

また、電気計器は日本電気計器検定所が、環境測定用などに使用される特定計量器は指定検定

機関である一般財団法人日本品質保証機構が、主体となって検定を実施している。 

過去３年間の検定検査の実績は次のとおりである。 

 

２０２４年（令和６年）度 検定等種類別手数料               （単位：円） 

 

 

最近３カ年の検定（検査）実績 

              年 度 

  種 類 

2022 年度 
（令和 4 年度） 

2023 年度 

(令和 5 年度) 
2024 年度 

(令和 6 年度) 

個 数 不合格数 個 数 不合格数 個 数 不合格数 

タクシーメーター装置検査 1,241 12 1,185 24 1,250 11 

質 
 

量 
 

計 

電気式はかり※１ 345 0 443 0 334 0 

その他の手動式はかり 0 0 0 0 0 0 

手動指示併用はかり 0 0 0 0 0 0 

ばね式指示はかり※２ 0 0 0 0 0 0 

その他の指示はかり 0 0 0 0 0 0 

分  銅 0 0 0 0 0 0 

計 345 0 443 0 334 0 

温

度

計 

抵抗体温計 0 0 0 0 0 0 

ガラス製温度計 12 1 0 0 4 0 

計 12 1 0 0 4 0 

体
積
計 

水道メーター 60 0 76 0 81 0 

燃料油メーター 779 5 804 5 598 1 

液化石油ガスメーター 6 0 7 0 12 1 

計 845 5 887 5 691 2 

圧
力
計 

アネロイド型圧力計 1,793 2 2,126 2 2,677 3 

アネロイド型血圧計 0 0 0 0 0 0 

計 1,793 2 2,126 2 2,677 3 

総  計 4,236 20 4,641 26 4,956 16 

※１ ２０１５年（平成２７年）４月１日の計量法改正により、２０１５年（平成２７年）７月１日以降は「電気

抵抗線式はかり」「誘電式はかり」「電磁式はかり」については「電気式はかり」に統一。 

※２ ２０１５年（平成２７年）４月１日の計量法の改正により、２０１５年（平成２７年）７月１日以降は「ば

ね式はかり」を「ばね式指示はかり」に改める。 

区 分 ﾀｸｼｰﾒｰﾀｰ 質 量 計 温 度 計 体 積 計 圧 力 計 総 計 

手 数 料 875,000 789,900 280 1,512,630 298,270 3,476,080 
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【主な特定計量器の検定証印の有効期間】 
タクシーメーター              １年    

  ガス（都市ガス、プロパンガス）メーター  １０年 
    水道メーター                ８年 
    燃料油（自動車等給油）メーター       ７年 
    液化石油ガスメーター            ４年 
    積算熱量計                 ８年 
    電力量計（家庭用普通電力量計）      １０年 
    振動レベル計                ６年 
 
 
 
（２）タクシーメーターの装置検査 

２０２４年（令和６年）度検査実績は1,250台であり、前年度と比べると５．５％増加した。 

 
なお、本県では装置検査に合格したタクシーメーターには見やすい箇所に有効期限シールを

貼付し、使用者および利用者にも注意の喚起に努めている。 
 
 
 
         タクシーメーター装置検査       タクシーメーターの有効期限シール  

                      (２０１９年(平成31年・令和元年)度から有効期間の表記を西暦に変更した。) 
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（３）質量計 

質量計の検定は、本県では２０１７年（平成２９年）度より電気式はかりのみとなっている。 

総個数については、前年度と比べると２４．６％減少した。  

 
（４）体積計 

体積計の検定は、下図に示すとおり燃料油メーターが総個数の大半を占めている。 

総個数については、前年度と比べ２２．１％減少した。  

 
なお、本県では燃料油メーターの見やすい箇所に検定有効期限シールを貼って、使用者およ

び利用者にも注意を喚起しており、有効期間７年用のシールは燃料油メーターのうち自動車等

給油メーターに、有効期間５年用のシールはそれ以外の燃料油メーターに貼付している。 
 

         検定有効期限シール                  燃料油メーター検定 
(2019年(平成31年・令和元年)度から有効期間の表記を西暦に変更した。) 

    
 有効期間５年用          有効期間７年用 
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（５）圧力計 
アネロイド型圧力計の検定実績の推移は、以下のとおりである。 
総個数については、前年度と比べると２５．９％増加した。 
 

 
 

 

（６）温度計 

温度計の検定実績の推移は、以下のとおりである。 

  ２０２４年（令和６年）度は、温度計の検定は４個であった。 
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３ 基準器検査 

基準器は、検定、検査に用いる器具、機械または装置である。また、製造、修理事業者等に

おいては、製品の検査設備として用いられている。 

基準器は、種類により経済産業大臣または都道府県知事が検査を行い、これに合格したもの

については基準器検査証印が付される。 

過去３年間に本県が行った基準器検査実績は、次のとおりである。 

 

基準器検査実績 

種     類 

2022年度 
（令和4年度） 

2023年度 
（令和5年度） 

2024年度 
（令和6年度） 

検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 検査個数 不合格数 

 基 準 は か り 0 0 0 0 0 0 

 一 級 基 準 分 銅 65 0 139 0 70 0 

 二 級 基 準 分 銅 411 0 467 3 327 0 

 三 級 基 準 分 銅 336 0 253 0 352 1 

小計 812 0 859 3 749 1 

 液体メーター用基準タンク 0 0 3 0 1 0 

 タクシーメーター装置検査用基準器 0 0 1 0 2 0 

計 812 0 863 3 752 1 

※県、特定市分は除いています。 
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４ 定期検査等 

（１）特定計量器定期検査 

取引や証明に使用するはかりは、精度維持のため２年に１回の定期検査が義務づけられてい

る。本県では、小型はかり（ひょう量５００㎏以下）と大型はかり（ひょう量５００㎏超）に

分けて定期検査を実施している。 
なお、一般社団法人滋賀県計量協会が指定定期検査機関として知事の指定をうけ、小型はか

りは１９９９年（平成１１年）度から、大型はかりは２００１年（平成１３年）度から定期検

査業務を実施している。 
また、大津市の地域にあっては、特定市である大津市が定期検査業務を実施している。 

（２）定期検査に代わる計量士による検査 

都道府県知事または特定市町村の長が行う定期検査に代わり、計量について専門的な知識と

技術を持つ計量士が、取引または証明に使用するはかりの検査を行い、合格したものを当該知

事等へ届出することにより定期検査が免除される制度である。 
２０２４年（令和６年）度 定期検査等実施状況（小型はかり・種類別） 

  
定 期 検 査 計量士による検査 

検査個数 不合格数 検査個数 不適合数 

手
動
は
か
り 

手動天びん 0 0 0 0 

棒はかり 0 0 0 0 

等比皿手動はかり 1 0 0 0 

不等比皿手動はかり 6 0 2 0 

台手動はかり 66 0 42 0 

指
示
は
か
り 

円周指示はかり 210 0 108 1 

直線指示はかり 3 0 1 0 

手動指示併用はかり 1 0 0 0 

振り子式はかり 0 0 0 0 

電気式はかり 577 16 947 14 

      小    計 864 16 1,100 15 

分
銅
・
お
も

 

分銅 8 0 0 0 

定量おもり 0 0 0 0 

定量増おもり 344 0 222 0 

     小  計 352 0 222 0 

     合   計 1.216 16 1,322 15 

            

２０２４年（令和６年）度 定期検査等実施状況（大型はかり・種類別） 

    定期検査 計量士による検査 

    検査個数 不合格数 検査個数 不適合数 

は
か
り 

台手動はかり 1 0 3 0 

その他のはかり 1 0 0 0 

電気式はかり 122 2 99 0 

   小  計 124 2 102 0 

定量増おもり 6 0 0 0 

       合計 130 2 102 0 
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２０２４年（令和６年）度 定期検査（小型はかり）市町別内訳 

（ 指 定 定期 検 査機 関分 ） ※ 1 

市 町 名 
受検 

者数 

非自動はかり 分銅・おもり 合  計 不合格 

率(%) 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合

格 

総合計 497 864 16 352 0 1,216 16 1.32 

長浜市※2 74 118 3 73 0 191 3 1.57 

守山市 48 71 1 23 0 94 1 1.06 

甲賀市 154 307 5 99 0 406 5 1.23 

湖南市 66 118 2 31 0 149 2 1.34 

米原市 67 105 1 52 0 157 1 0.64 

愛荘市 40 70 3 25 0 95 3 3.16 

豊郷町 24 37 0 20 0 57 0 0.00 

甲良町 8 9 0 4 0 13 0 0.00 

多賀町 16 29 1 25 0 54 1 1.85 

※1 掲載以外の市町地域については、西暦の奇数年ごとに実施。 

なお、大津市の地域にあっては、特定市である大津市が実施。 

※2 長浜市のうち、旧伊香郡の地域。 

 

 

最近３カ年の定期検査等の検査個数（小型はかり） 

 

2022年度 

(令和４年度) 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

定期検査 
計量士に

よる検査 
定期検査 

計量士に

よる検査 
定期検査 

計量士に

よる検査 

非自動はかり 791 1,093 1,506 2,548 864 1.100 

分銅・おもり 365 241 716 513 352 222 

合      計 1,156 1,334 2,222 3,061 1,216 1,322 

 

 

 

最近３カ年の定期検査等の検査個数（大型はかり） 

 2022年度 

(令和４年度) 

2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

定期検査 
計量士に

よる検査 
定期検査 

計量士に

よる検査 
定期検査 

計量士に

よる検査 

非自動はかり 117 102 152 178 124 102 

分銅・おもり 5 0 20 0 6 0 

合   計 122 102 172 178 130 102 
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（３）計量証明検査 

計量証明事業に使用する特定計量器は、政令で定める期間ごとに知事または指定計量証明

検査機関が行う検査を受けなければならない。 
質量計の検査は、２００１年（平成１３年）度から指定計量証明検査機関である一般社団

法人滋賀県計量協会が実施している。 
   
最近３年間の計量証明検査実績 

種          類 
2022 年度 
(令和４年度) 

2023 年度 
(令和５年度) 

2024 年度 
(令和６年度) 

質   量 
※2 

台手動はかり 0(0) 0(0) 0(0) 

振子式はかり 0(0) 0(0) 0(0) 

電気抵抗線式はかり 18(1) 8(1) 15(0) 

濃   度 

ｶﾞﾗｽ電極式水素ｲｵﾝ濃度指示計 0(0) 9(0) 17(0) 

ｼﾞﾙｺﾆｱ式酸素濃度計 3(0) 0(0) 0(0) 

磁気式酸素濃度計 6(1) 0(0) 5(0) 

非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計 4(1) 0(0) 2(0) 

非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 1(0) 0(0) 0(0) 

化学発光式窒素酸化物濃度計 7(0) 0(0) 5(2) 

音圧レベル 
普通騒音計 0(0) 10(0) 15(1) 

精密騒音計 0(0) 4(0) 4(0) 

振動加速度レベル 振動レベル計 16(0) 0(0) 19(0) 

合   計 55(3) 31(1) 82(3) 

※1 （ ）内は不合格数 
※2 質量計については指定計量証明検査機関が実施した個数 
 
 
２０２４年（令和６年）度の実施期間および受検者数 

特定計量器の種類 実 施 期 間 日数 受検者数 

質  量  計 ２０２４年１０月１０日～１２月３日 １０日 １５ 

濃  度  計 ２０２４年８月２２日～２６日 ３日 ２ 

PH 計（指示計） ２０２４年１０月７日～９日 １日 ８ 

騒  音  計 ２０２４年１０月７日～９日 １日 ５ 

振動レベル計 ２０２４年１０月７日～９日 １日 ５ 

 



－17－ 

５ 立入検査等 

計量法第１４８条に基づく立入検査を実施し、適正計量の確保に努めている。 

（１）計量関係事業者等立入検査 

計量関係事業者等の事業所に立ち入り、計量法に定められている諸規定の実施状況や遵守状況につい

て検査を行い、適正を欠くものについては改善指導を行った。 

過去３年間の立入検査実施状況は次のとおりである。 

区     分 
2022年度 

(令和４年度) 
2023年度 

(令和５年度) 

2024年度 

(令和６年度) 

指定製造事業者 2 2 2 

製造事業者 0 0 0 

修理事業者 0 3 2 

販売事業者 0 0 0 

計量証明事業者 
一般 9 8 9 

環境 8 7 6 

適正計量管理事業所 0 4 2 

合   計 19 24 21 

 

（２）特定計量器立入検査 

適正な計量の確保を図るためには、正確な計量器を正しく使用することが大切であることから、特定

計量器を取引など業務上に使用している事業所に対し立入検査を行い、不適正な特定計量器や不正な使

用方法の排除に努めている。 

なお、不適正な特定計量器については改善内容の報告を求め、適正な計量の確保を図っている。 
 

特定計量器立入検査実積 

特定計量器 
の種類 

2022年度(令和４年度) 2023年度(令和５年度) 2024年度(令和６年度) 
立入 

戸数 

検査 

個数 

不適 

正数 

不適正率 

(%) 

立入 

戸数 

検査 

個数 

不適 

正数 

不適正率 
(%) 

立入 

戸数 

検査 

個数 

不適 

正数 

不適正率 
(%) 

燃料油メーター 41 238 79 33.19 63 377 39 10.34 50 203 40 19.70 

石油ｶガスメーター  ー※1 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 

水道メーター ※2 3 118,169 51 0.04 4 34,143 109 0.32 5 103,597 0 0.00 

タクシーメーター 4 29 2 6.90 5 78 0 0.00 4 29 0 0.00 

子メーター ※3 2 4 1 0.25 4 16 0 0.00 2 66 0 0.00 

計 50 118,440 133 0.11 76 34,614 148 0.43 61 103,895 40 0.04 

※1,2 石油ガスメーターおよび水道メーターの検査個数は、台帳検査による。40 
※3 電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している親メーター以外にも、施設の所有

者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために使用している『子メーター』がある。 
 
２０２４年（令和６年）度実施期間 

種  類 実 施 期 間 日 数 

燃料油メーター ２０２４年５月２２日 ～ ２０２４年１２月１９日 １５日間 

石油ガスメーター 未実施 － 

水道メーター ２０２４年５月２７日 ～ ２０２４年６月１０日 ３日間 
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（３）商品量目立入検査 

容器または包装に内容量が表記されている商品を販売している者に対して、適正計量の周知徹底を図

ることを目的に中元期、年末・年始期を中心に立入検査を実施している。 
検査内容は、検査対象商品の量目（内容量）および表示の確認、使用しているはかりの使用状況等に

ついて行っている。 
 

過去３カ年の商品量目立入検査状況 
 

  

2022 年度(令和４年度)  2023 年度(令和５年度)  2024 年度(令和６年度) 

検査 

個数 

不適正

個数 

不適正 

率(%) 

検査 

個数 

不適正

個数 

不適正 

率(%) 

検査 

個数 

不適正

個数 

不適正 

率(%) 

食肉 0 0 0.0 57 0 0.0 15 0 0.0 

食肉の加工品 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

魚介類 0 0 0.0 27 3 11.1 23 0 0.0 

魚介類の加工品 0 0 0.0 33 9 27.3 6 0 0.0 

野菜 0 0 0.0 51 0 0.0 28 3 10.7 

野菜の加工品 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

果実 0 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 

果実の加工品 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

調理食品 0 0 0.0 24 0 0.0 24 3 12.5 

茶、コーヒー、ココ

アの調整品 
0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

菓子類 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

精米および精麦 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

穀類 

（豆類および粉

類） 

0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 

その他の特定商品 0 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 

合   計 0 0 0.0 198 12 6.1 96 6 6.3 
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６ 計量思想の普及啓発 

計量記念日事業 

１１月１日の計量記念日を広く県民に認識していただくために、県内各市町等へ計量記念日

ポスターを配布するとともに、２０２４年（令和６年）１１月１日にはＳＮＳ(滋賀県のFaceb

ook、X（旧Twitter））において計量記念日および計量強調月間のＰＲ文を投稿し周知を行っ

た。 

  また、大津市および一般社団法人滋賀県計量協会と共同で、大津市内商業施設においてクイ

ズラリーや啓発チラシの配布を行った。 
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７ 計量関係機関等 

（１）計量特定市（大津市） 

大津市は、２００１年（平成１３年）４月から特定市の指定を受け、計量法に基づく大津市

内の定期検査や立入検査等の業務を行い、適正な計量の確保と計量意識の高揚を図る啓発・指

導を行っている。 

県も特定市の大津市と定期的に事務連絡調整会議を開催するなど、情報の交換や事務処理の

統一を図るなど業務の円滑な推進に努めている。 

 所在地 大津市御陵町３－１ 

  名 称 大津市 産業観光部 商工労働政策課 

  電 話 ０７７－５２８－２７５４ 

 

（２）一般社団法人滋賀県計量協会 

一般社団法人滋賀県計量協会は、特定計量器製造・修理・販売事業者、適正計量管理事業所、

一般計量証明事業者、環境計量証明事業者および計量士等の計量関係事業者で組織する団体で

あり、会員の知識・技術等の向上と、会員相互の連絡協調をはかるとともに、計量知識と計量

思想普及のための活動をしている。 

 所在地 草津市川原町１４９番１ （滋賀県計量検定所本館棟２階） 

 名 称 一般社団法人滋賀県計量協会 

 電 話 ０７７－５６７－３９７８ 

 ＦＡＸ ０７７－５６７－３９８１ 

 ホームページ  http://www.s-keiryou.or.jp/  

  （詳しくは、ホームページを参照ください） 

   

 

 



 
 
交 通 ア ク セ ス  

  ● Ｊ Ｒ 琵 琶 湖 線 草 津 駅 西 口  

     ま め バ ス 笠 縫 東 常 盤 線 （ 常 盤 循 環 ） に て 「 川 原 」 下 車 、 徒 歩 ５ 分  
 

  ● Ｊ Ｒ 琵 琶 湖 線 草 津 駅 西 口 よ り 、 徒 歩 約 ３ ５ 分  

 

  ● Ｊ Ｒ 琵 琶 湖 線 草 津 駅 西 口 よ り 、 タ ク シ ー 約 １ ０ 分  
 

             計 量 に 関 す る 相 談 は 、 下 記 へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

 

２ ０ ２ ４ 年 (令 和 ６ 年 ） 度  

計   量   行   政   年   報  

        作 成 日    ２ ０ ２ ５ 年 （ 令 和 ７ 年 ） ７ 月  

        作 成 者     滋 賀 県 計 量 検 定 所  

        住 所     〒 5 2 5 - 0 0 2 2   草 津 市 川 原 町 1 4 9 - 1 
        電 話 番 号   0 7 7 - 5 6 3 - 3 1 4 5 
        Ｆ Ａ Ｘ 番 号  0 7 7 - 5 6 3 - 3 3 9 3 
 

 


